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地域における「チャレンジ・ネットワーク」の構築について 
１．現 状 

・ チャレンジしたいときに、たくさんの窓口があって、どこから始めればよいか、どこに

相談に行けばいいかわからない 

（関連機関のネットワーク化、関連情報のワンストップ化された窓口がない） 

・ 再就職・起業等就業支援、ＮＰＯ・ボランティア活動支援、生涯学習、ＩＴ講習等のチャ

レンジ関連情報を提供している機関は多いものの、チャレンジしたい女性に必要とす

る情報が行き渡っていない。国レベルの情報も行き届いておらず、かつ、支援策への

申請の周知期間が短いものもある。 

（複数の支援機関における連携が十分でなく、垣根を越えた連携を行うことが困難） 

２．ネットワーク構築の観点から期待されること  

（１） 国に期待されること 

○国レベルで体系的に情報システムを整備及び充実  

・ 各府省におけるチャレンジ支援関連等の積極的な情報提供 

・ 既存の実施されている事業等から「身近なチャレンジモデル」として積極的にロール

モデルを発掘、提示 

○ネットワーク形成を進めようとする地域への支援 

・ 国の地方支分部局等への協力要請 

・ 各府省における地域への広報啓発活動 

（２） 都道府県に期待されること 

   ・ 地域における人的ネットワーク形成のための「地域連絡協議会（仮称）」を設置し、「チ

ャレンジ・ネットワーク」を形成 

・ セミナーや講座受講から再就職、起業、NPO 法人を設立など、支援を受けた個人の

成果が有機的に次のステップへつながるようにするためのコーディネーター的な役割                     

・ 既存のネットワークとの連携、又は活用                    

（３） 市町村に期待されること 

（４） 女性センター・男女共同参画センター等拠点と地方公共団体の男女共同参画担当

部局において期待されること 

（５） ＩＣＴリテラシー向上のための支援充実 

・ IＣT リテラシー向上のための機会提供充実のため、情報ネットワークの構築におい

て、各支援機関における講座等の情報を総合的かつ効率的に提供する     等                                                
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平成 15 年 10 月２日現在  

女性のチャレンジ賞について（案） 

 
１．経緯 

本年 4 月に男女共同参画会議において決定された「女性のチャレンジ支
援策」において起業、ＮＰＯ法人での活動、地域活動等にチャレンジすること
で輝いている姿を説得力のある形で紹介することによって、女性だけでなく男
性を含めた国民の多くに個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を身近
に感じてもらい、チャレンジしてみようという意識を持ち、自らの選択でチャレ
ンジすることができるような環境づくりの一環として、活躍する女性を顕彰する
「女性のチャレンジ大賞（仮称）」制度創設の検討が提言された。 

 
２．趣旨 

女性が個性と能力を十分に発揮できていない現状を踏まえ、女性の新し
い発想や多様な能力を活かせるよう、様々な分野へのチャレンジを支援する
ため、女性が政策・方針決定過程に参画し主導的立場を担っていくことを目
指す「上」へのチャレンジ、新たな分野に活躍の場を広げる「横」へのチャレン
ジ、再チャレンジで活躍している個人、団体・グループを顕彰し、身近なチャレ
ンジのモデルを示すことによって男女共同参画社会の実現のための機運を
高めることを目的とする。 

 
３．表彰の種類 

・ 女性のチャレンジ賞（仮称） ： 内閣官房長官賞   
※「雇用」「起業」「農業」「研究」「地域」等の各分野毎の部門賞は設定し

ない。 
 
４．表彰の対象 
  個人及び団体・グループ 
 
５．選考 

・ 都道府県、政令指定都市等からの推薦 
・ 有識者から構成される選考委員会において選考 
・ 候補者募集は功労者表彰と併せて行う 
 

６．授賞式  
  男女共同参画社会づくりに向けての全国会議（6 月）において表彰 
  
 

 



                                           〔参考〕 
 
 

「女性のチャレンジ支援策について」（平成 15 年 4 月男女共同参画会議決定） 
（抜粋：女性のチャレンジ賞関連） 

 
（２）支援策の方向 
イ．身近なチャレンジ事例の提示 

暮らしの構造改革が進む社会では、誰もが自らの能力と意欲によっ
て自分の未来を切り開いていくこと、夢や志を実現することが可能であ
ると信じられるような、柔軟で活力ある社会にしていくことが大切である。 

しかし、女性も男性も、変化に応じ、様々な分野でチャレンジし、豊か
さを感じられる生活を送るために、多様な選択肢がある中から、自分に
とって適切な選択を行うための具体的イメージを描くことは難しい。 

このため、起業、ＮＰＯ法人での活動、地域活動等にチャレンジするこ
とで輝いている姿を説得力のある形で紹介することによって、女性だけ
でなく男性を含めた国民の多くに個性と能力を発揮できる男女共同参
画社会を身近に感じてもらい、チャレンジしてみようという意識を持ち、
自らの選択でチャレンジすることができるような環境整備を行うべきであ
る。 

その際に、女性が活躍している現場を直接又は間接に体験したり、
そこで活躍している女性の生身の人間としての姿に触れたりできる機会
を広く提供することが極めて有効である。このため、活躍する女性を顕
彰する「女性のチャレンジ大賞（仮称）」制度の創設を検討する。  

また、多様な媒体による具体的なチャレンジ事例の紹介、職場等の
活動の場に訪問できる機会の拡大、講演会等へのロールモデルの派
遣など様々な主体による取組が広がっていくことが期待される。 

 
 
 

 

 




